
基本合意書 

 

株式会社    （以下「甲」という）と株式会社村田製作所（以下「乙」という）は、以下のとおり

基本合意書（以下「本合意書」という）を締結する。 

 

1. 乙は、直流共鳴方式によるワイヤレス給電システム（以下、「本技術」という）を考案し、本技術に

関わる特許等の知的財産権（以下、「本特許権等」という）を保有し、本技術が使用される製品の販

売を通じて、本技術を世界的に普及させることを希望している。 

 

2. 甲は、自己の製品（以下、「甲製品」という）に本技術を活用することで、甲製品の付加価値および

魅力を向上させ、市場に展開することを希望している。 

 

3. 乙は、本技術に使用される乙の製品（以下、「乙製品」という）のサンプル（以下、「本サンプル」と

いう）または本技術の技術資料等（以下、「本技術資料等」という）を甲に提供するものとし、甲は、

本サンプルまたは本技術資料等により、甲製品に本技術を使用することができるか否か検討するもの

とする。 

 

4. 乙は、甲に対し、本サンプルおよび本技術資料等に関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を行わな

い。特にその商品性を保証しない。乙が本サンプルまたは本技術資料等の返却を希望する場合、甲は、

速やかに当該本サンプルおよび本技術資料等を乙に返却するものとする。 

 

5. 本サンプルおよび本技術資料等に取扱いについては、別途甲乙間で締結される機密保持契約書が適用

されるものとする。 

 

6. 甲が、甲製品に本技術を使用することを希望し、かつ乙製品の採用を決定した場合、甲および乙はか

かる取引条件につき誠意をもって協議するものとし、別途取引契約を締結するものとする。 

 

7. 甲が、甲製品に本技術を使用することを希望するものの、乙製品を搭載しない場合、甲および乙は本

特許権等の許諾も含め、対応策を協議するものとする。 

 

平成   年   月   日 

 

甲： 

   

   

 

                     

 

乙：株式会社村田製作所 

  京都府長岡京市東神足 1-10-1 

  技術・事業開発本部 新規技術センター デバイス開発部 シニアマネージャー 

 

                     


